
知立市における人事行政の運営等の状況について 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）令和２年度における職員の採用及び退職状況                 （単位：人） 

区  分 採  用 
退       職 

定 年 早 期 普 通 そ の 他 計 

人  数 ３８ ８ ０ ９ １２ ２９ 

 

（２）令和２年度における職員の昇任状況                  （単位：人） 

区  分 係 長 級 課長補佐級 課 長 級 部 長 級 

人  数 ７ ６ ６ ３ 

 

（３）任用形態別の職員数                    （単位：人） 

区  分 令和２年度（Ａ） 令和３年度（Ｂ） （Ｂ）―（Ａ） 

正 規 職 員 ４６８ ４７４ ６ 

再 任 用 職 員 ２５ ２３ △２ 

任 期 付 職 員 ５ ３ △２ 

計 ４９８ ５００ ２ 

  （注）１．職員数は、各年４月１日現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を 

保有する派遣職員、休職者等を含み、臨時及び非常勤職員を除きます。 

     ２．再任用職員とは、定年退職後任期を定めて採用した職員です。 

     ３．任期付職員とは、育児休業中職員の代替及び一般職の任期付職員の採用に関する条 

例に基づき任期を定めて採用した職員です。（短時間含む） 

 

２ 職員の人事評価の状況 

目的 

地方公務員法に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり、発揮した能力及び

挙げた業績を把握し評価することで、職員の主体的な職務の遂行及び高い能力を

持った人材を育成する。 

評価結果を任用、給与その他の人事管理の基礎として活用し組織全体の士気高揚

を促すことで、市民サービスの向上を目指す。 

制度の概要 
原則として１次評価者、２次評価者の２人の評価者により、各職員に与えられた

評価要素についてＳからＤまでの５段階で評価する。 

評定日 
令和２年１０月１日（能力評価及び業績評価） 

令和３年２月 1 日（業績評価） 

対象者 
休職その他の理由で公正な評定を行うことができないと認められる職員等を除

く全職員 

 

 

 



３ 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（令和２年度普通会計決算） 

歳 出 額  （Ａ） 実 質 収 支 人 件 費  （Ｂ） 
人件費率 

(Ｂ／Ａ) 

30,900,539 千円 1,058,071 千円 4,372,864 千円 14.1％ 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。 

 

（２）職員給与費の状況（令和２年度普通会計決算） 

職 員 数 （Ａ） 
給        与        費 一人当たり 

給 与 費 

（Ｂ／Ａ） 給   料 職員手当 期末・勤勉手当   計  （Ｂ） 

453 人（7 人） 1,360,199 千円 371,744 千円 584,042 千円 2,315,985千円 5,035 千円 

（注） （  ）内は、短時間勤務職員であり、外書きです。 

 

（３）職員の初任給の状況（令和２年４月１日現在）   （単位：円） 

区  分 
知   立   市 愛   知   県 国 

決定初任給 決定初任給 決定初任給 

一般行政職 
大学卒 188,700 193,200 (一般職)182,200 

高校卒 154,900 158,600 150,600 

 

（４）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和２年４月１日現在） （単位：円） 

区  分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 

一般行政職 大学卒 264,140 346,700 390,317 412,160 

 

（５）一般行政職員の級別職員数の状況（令和２年４月１日現在） 

区  分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

計 標準的な 

職務内容 

主事補 

技師補 

主 事 

技 師 

主 事 

技 師 
主 査 係 長 

係 長 

課長補佐 

課長補佐 

課長 

課 長 

部 長 
部 長 

職 員 数 42人 49人 58人 26人 12人 35人 25人 10人 257人 

構 成 比 16.3％ 19.1％ 22.6％ 10.1％ 4.7％ 13.6％ 9.7％ 3.9％ 100.0％ 

 

 

 

 

 



（６）職員の平均給料月額・平均給与月額及び平均年齢の状況（令和２年４月１日現在） 

区 分 
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

知立市 304,900 円 369,972 円 40.9 歳 338,600 円 375,762 円 58.0 歳 

国 327,564 円 408,868 円 43.2 歳 287,283 円 328,862 円 50.9 歳 

愛知県 327,009 円 380,710 円 41.7 歳 310,840 円 348,266 円 53.1 歳 

 

（７）職員手当の状況（令和２年４月１日現在） 

期末・勤勉

手当 

 期    末 勤    勉 

６月期 1.300 月分（0.725 月分） 0.950 月分（0.45 月分） 

12 月期 1.250 月分（0.725 月分） 0.950 月分（0.45 月分） 

計 2.55 月分（1.45 月分） 1.90 月分（0.90 月分） 

（注）１．（  ）内は、再任用職員にかかる支給割合です。 

   ２．職制上の段階による加算措置があります。 

 

退 職 手 当 
 自己都合 定年・早期等 

一 人 平 均 支 給 額 4,309 千円 21,494 千円 

 

地域手当 

支 給 率 10.0％ 

支給対象職員数 453 人 

支給対象職員一人当たり平均支給年額 321,726 円 

 

時 間 外 

勤務手当 

支   給   総  額 81,830 千円 

職員一人当たり支給年額 284,132 円 

 

特殊勤務 

手  当 

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 7.1％ 

支 給 対 象 職 員 一 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 11,187 円 

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） 10 手当 

代表的な 

手当の名称 

支給額の多い手当 福祉手当 

多くの職員に支給されている手当 防災手当 

 

扶養手当  

子･･････ 10,000 円 

子以外の扶養親族･･･6,500 円 

満 16 歳年度始めから満 22 歳年度末まで 

の間にある子 1 人につき加算･･･ 5,000 円 
 

住居手当 借家･借間････････16,000 円を超える家賃の額に応じて 

  （最高限度額 28,000 円） 



通勤手当 交通機関利用者･････････････････････････運賃相当額 

               （最高限度額 55,000 円） 

自動車等使用者････････････････････････距離に応じて 

0～31,000 円 

 

（８）特別職の報酬等の状況（令和２年４月１日現在） 

区    分 報 酬 等 の 月 額 期  末  手  当 

市     長 ８３７，９００ 円 

６月期   １．７００月分 

１２月期   １．６５０月分 

   計    ３．３５月分 

 

加算措置有 

副  市  長 ７７２，０００ 円 

教  育  長 ６９９，０００ 円 

議     長 ４９６，０００ 円 

副  議  長 ４２６，０００ 円 

議     員 ４０５，０００ 円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間の状況（変則勤務職場等を除く一般的な職場） 

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

７時間４５分 ８：３０ １７：１５ 
１２：００～ 

１３：００ 

 

（２）休暇の種類 

区    分 付与日数 区分 付与日数 

年次休暇 ２０日 妻の出産補助 ３日 

病気休暇 （公務上の負

傷） 

療養に必要と認められ

る期間 

妻の出産に伴う子の養育 ５日 

病気休暇（上記以外） ９０日を超えない範囲 子の看護 ５日 

選挙権行使 必要と認められる期間 短期介護休暇 
５日（２人以上の場合

は１０日） 

証人等出頭 必要と認められる期間 忌引 親族の別により７日まで 

骨髄移植 必要と認められる期間 父母の追悼行事 １日 

ボランティア ５日 夏季休暇 ５日 

結婚 連続する７日 住居滅失 ７日 

出産 産前・産後８週間 交通遮断 必要と認められる期間 

育児時間 １日２回３０分以内 リフレッシュ ２日又は３日 

 



５ 職員の休業に関する状況 

育児休業等取得者数（令和２年度中に新たに制度利用した職員数）  

（単位：人） 

育児休業取得者 育児短時間勤務者 部分休業取得者 合   計 

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 

１ １２ １３      ０   ４ ４ １ １６ １７ 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）職員の分限処分の状況                                          （単位：人） 

処分の種類 

処分事由 
降任 免職 休職 降給 合計 

勤務成績が良くない場合        ０ 

心身の故障のため職務遂行に支障がある等

の場合 
       ０ 

職に必要な適格性を欠く場合        ０ 

職制等の改廃等により過員等を生じた場合        ０ 

心身の故障のため長期休養を要する場合   ６  ６ 

刑事事件に関し起訴された場合        ０ 

条例に定める事由による場合        ０ 

合     計    ０    ０ ６    ０ ６ 

 

（２）職員の懲戒処分の状況                            （単位：件） 

処分の種類 

処分事由 
戒告 減給 停職 免職 合計 

法令違反       ０ 

職務上の義務違反又は怠慢     ０ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行     ０ 

合     計 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

７ 職員の服務の状況 

（１）服務制度に関する研修等の実施状況 

地方公務員法に定められた職員としての義務を周知徹底するため、新規採用予定者研修において実

施しています。  

  また、随時、部長会議や通知文書により、職員へ服務規律の徹底を図っています。 
 

（２）ハラスメント対策 



  「知立市職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を定め、職場におけるハラスメントの防止

及び排除に努めています。 

また、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談には、窓口を設置し対応しています。 
 

（３）営利企業等への従事許可の状況（令和２年度中に新たに許可した件数） 

   （単位：件） 

許 可 件 数 ２８ 

  

８ 職員の退職管理の状況 

  地方公務員法・条例及び規則により退職者管理の適正を確保するための措置として、課長級以上の職 

員について、退職後２年間、営利企業等に再就職した場合、届出を義務化しています。 

 

令和２年４月２日～令和３年４月１日 

に再就職を届け出た課長級以上の退職者 

（単位：人） 

再就職者数 うち部長級 うち課長級 

０ ０ ０ 

 

９ 職員の研修の状況 

（１）研修の状況 

   知立市職員研修実施計画に基づき実施した研修は次のとおりです。 

（ア）一般研修                                    （単位：人） 

研修の名称 対象者 研修の内容 受講者数 

初級職員研修 
主事・技師昇任

試験受験予定者 

職務を遂行するうえで必要な法規等の基礎

知識の修得 
１１ 

新規採用職員予定者研修 採用予定者 公務員としての基礎知識の修得 ２１ 

（イ）特別研修 

研修の名称 対象者 研修の内容 受講者数 

メンタルヘルス研修 一般職員 

メンタル不調の未然防止、早期発見と適切な

対応について学び、メンタルヘルス対策意識

を高める 

３３ 

交通安全・人権・情報セキ

ュリティ研修 
全職員 

安全運転の励行を習慣づける・人権擁護を推

進・情報セキュリティ 
７０６ 

ハラスメント研修(係長・

担当係長・主査級向け） 
一般職員 

職場でのハラスメントの判断、対応及び予防

等、コミュニケーション及びラインケアにつ

いて、必要な知識と実実践力を身につける 

４４ 



事業の見直し研修 課長補佐級 

厳しい財政状況のもと、それぞれの職場で発

生している問題からの事業の見直しの必要性

の理解や阻害要因を把握し、今後の組織健全

化に向けて、時代の変化に見合ったサービス

の見直しを考えながら業務に取り組む意識を

身につける 

２１ 

コミュニケーション能力

向上研修 
一般職員 

コロナ禍における新しい生活様式の導入や

IT ツールの拡大により直接会って話す機会

が減るなかで、コミュニケーションを通じて

より良い職場環境と整えるために必要な能

力を身につける 

１５ 

仕事スキルアップ研修 一般職員 

与えられた業務を正確・迅速・円滑に遂行で

きるよう、ＰＤＣＡを回し続け、改善を止め

ない、職場内との密なコミュニケーション能

力、自ら行動を起こし、仕事を主体的に進め

ることを身につける 

１８ 

人事評価制度評価者研修 係長以上 人事評価の進め方と評価の仕方 １８ 

人事評価制度被評価者研

修 
担当係長以下 

人事評価の基礎理解と課題設定及び自己評価

の仕方 
３０ 

 

（ウ）派遣研修 

 ① 市町村振興協会研修センター 

研修の名称 対象者 研修の内容 受講者数 

課長研修 課長級 課長の役割 ６ 

課長補佐研修 課長補佐級 課長補佐の役割 ６ 

地方自治法研修 一般職員 事例研究 １ 

民法研修(家族法) 一般職員 事例研究 １ 

民法研修(財産法) 一般職員 事例研究 １ 

法制執務研修(実務) 一般職員 事例研究 １ 

地方税研修(市民税) 一般職員 事例研究 １ 

地方税研修(土地) 一般職員 事例研究 １ 

地方税研修(家屋) 一般職員 事例研究 １ 

地方税研修(徴収) 一般職員 事例研究 １ 

プレゼンテーション研修

（一般職員コース） 
一般職員 プレゼンテーションの基本や技術を修得 ３ 

クレーム対応研修 一般職員 現場対応能力の向上 １ 

タイムマネジメント研修 一般職員 タイムマネジメント能力の向上 ２ 

問題解決能力向上研修 一般職員 
効果的・効率的な遂行に活かせる問題解決能

力の向上 
１ 

政策立案研修 一般職員 政策立案の基礎知識の修得 １ 



女性職員キャリアアップ

研修（一般職員コース） 
一般職員 

キャリアデザインとワークライフバランス

に関する知識の修得 
１ 

みんなで取り組む職場の

メンタルヘルス研修 
一般職員 

メンタルヘルス不調者の職場復帰支援に必

要な知識の修得 
１ 

障がい者雇用実務研修 一般職員 
障がい者職員とのコミュニケーション、働く

ことに関する知識の修得 
１ 

オープンセミナー・特別

セミナー 
一般職員 広い視野と高度な識見の修得 １ 

② 西三河７市町職員研修協議会 

研修の名称 対象者 研修の内容 受講者数 

新規採用職員後期研修 新規採用職員 地方公務員として必要な基礎知識の修得 ２７ 

一般職員前期研修 採用後４年目 担当職務の知識技能を修得 １４ 

一般職員中期研修 採用後７年目 問題解決能力と創造力を養う １６ 

一般職員後期研修 採用後 10 年目 政策形成能力を養う ７ 

新任係長研修 新任係長 監督者の役割 ９ 

現任係長研修 係長昇任後 3 年目 管理監督技能の向上 ４ 

  ③ その他 

研修の名称 対象者 研修の内容 受講者数 

自治大学校第２部 係長級～主査

相当職 

中堅幹部として必要な行政管理能力の修得 １ 

自治大学校第１・２部特

別課程 

係長級～主査

相当職の女性

職員 

中堅幹部として必要な行政管理能力の修得 

１ 

国土交通大学校 主査・担当係長

相当職 

土木・建築等専門的知識修得 １ 

市町村職員中央研修所 係長級～担当

職員 

行政項目毎の専門知識修得と実務遂行能力

の向上 
１ 

全国市町村国際文化研修

所 

係長級～担当

職員 

行政項目毎の専門知識修得と実務遂行能力

の向上 
６ 

日本経営協会等民間研修

専門団体 
担当職員 
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10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）安全衛生管理体制 

  ア 安全衛生管理体制の概要 

① 職員の安全の確保、健康の保持増進などの諸施策を効率的に推進するために、職員安全衛生管

理規程の定めるところにより、総括安全衛生管理者（副市長）を組織の長とする安全衛生管理

体制を整備しています。 

② 調査審議機関として衛生委員会を設置し、職員の安全衛生についての基本的対策について調査、

検討しています。 

③ 職場環境の整備を図るため、衛生管理者、衛生推進者を選任し、定期的に職場巡視を行ってい

ます。 
  



イ 職員の公務災害補償       （単位：件） 

区  分 件  数 

 公 務 災 害 ２ 

 通 勤 災 害 １ 

 

（２）健康管理 

  ア 健康診断等の実施        （単位：人） 

区  分 実 施 者 数 

定期健康診断 １９８ 

人間ドック ３１１ 

ストレスチェック ４１１ 

 

イ 健康指導等の実施 

    職員の健康の保持増進を図るため、産業医により、健診結果に基づく事後管理、一般疾病の予防・ 

治療対策についての相談及び保健指導、こころの健康問題について臨床心理士によるメンタルヘルス 

相談を実施しています。 

 

（３）福利厚生 

  ア 愛知県市町村職員共済組合へ加入 

   地方公務員等共済組合法の規定により設立された愛知県市町村職員共済組合に加入し、各種事業、

給付等の適用を受けています。 
 

区  分 概         要 

 長期給付事業 退職時又は障害、死亡の際に年金や一時金の給付事業等 

 短期給付事業 病気、けが、出産等に対しての給付事業等 

 福祉事業 健康保持増進のための事業や保養施設の運営、貸付事業等 

イ 職員互助会 

   職員の相互共済及び福利増進を図ることを目的として条例に基づき知立市職員互助会を設置して

います。 
 

 給付事業 会員・家族の慶弔、災害による損害に対する給付等 

 福利厚生事業 機関紙の発行、人間ドック助成等 

 貸付事業 臨時の出費に対する生活資金等の貸付 

 

 

 

 



11 公平委員会の業務の状況について 
 

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況（令和元年度） 

区   分 件  数 備   考 

前年度からの繰越件数（Ａ） ０  

当年度中の新規要求件数（Ｂ） ０ 

当年度中取扱い件数（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） ０ 

当年度中終了件数（Ｄ） ０ 

次年度への繰越件数（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） ０ 

 

（２）不利益処分に関する審査請求の状況（令和元年度） 

区   分 件  数 備   考 

前年度からの繰越件数（Ａ） ０  

当年度中の新規要求件数（Ｂ） ０ 

当年度中取扱い件数（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） ０ 

当年度中終了件数（Ｄ） ０ 

次年度への繰越件数（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） ０ 

 


